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お
知
ら
せ

　

吾
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総
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民
福
祉
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☎
８
６
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２
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０
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総
合
支
所
住
民
福
祉
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☎
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２
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マ
イ
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総
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フ
リ
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ダ
イ
ヤ
ル
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無
料
）

☎
０
１
２
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９
５-

０
１
７
８

平
日
／
９
時
30
分
～
20
時

土
、
日
、
祝
日
／
９
時
30
分
～

17
時
30
分

お
知
ら
せ

森
林
の
立
木
を
伐
採
す
る
と

き
に
は
届
出
が
必
要
で
す

▼
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届

出
制
度
と
は

　

森
林
は
、
林
産
物
の
供
給
、
水

源
の
涵
養
、
山
地
災
害
の
防
止
な

ど
の
多
面
的
な
機
能
が
あ
り
、
私

た
ち
の
生
活
に
た
く
さ
ん
の
恩
恵

を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
森
林
の
持
っ
て
い
る
多

面
的
な
機
能
を
高
度
に
発
揮
さ
せ

る
た
め
の
適
正
な
森
林
施
業
を
確

保
す
る
観
点
か
ら
、
森
林
の
伐
採

及
び
伐
採
後
の
造
林
が
、
市
町
村

森
林
整
備
計
画
に
適
合
し
て
適
切

に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る

た
め
に
、
森
林
法
の
規
定
に
基
づ

き
、
事
前
に
届
出
し
て
い
た
だ
く

も
の
で
す
。

▼
対
象
と
な
る
森
林

　

保
安
林
な
ど
を
除
く
民
有
林

　
（
地
域
森
林
計
画
の
対
象
森
林
）

　

保
安
林
に
つ
い
て
は
、
県
へ
の

伐
採
許
可
申
請
な
ど
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

▼
手
続
き
方
法

１
．
届
出
対
象
者

　

森
林
所
有
者
や
立
木
を
買
い
受

け
た
方
な
ど
、
立
木
の
伐
採
に
つ

い
て
権
原
を
有
す
る
方
と
な
り
ま

す
。

①
自
分
で
、
あ
る
い
は
請
負
に

よ
っ
て
伐
採
す
る
場
合
は
、
森

林
所
有
者

②
伐
採
業
者
な
ど
が
森
林
所
有
者

か
ら
立
木
を
買
い
受
け
て
伐
採

す
る
場
合
は
、
森
林
所
有
者
と

買
い
受
け
人
の
連
名

２
．
届
出
期
間
及
び
届
出
先

　

伐
採
を
始
め
る
90
日
か
ら
30
日

前
ま
で
に
伐
採
す
る
森
林
が
あ
る

市
町
村
長
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　

所
定
の
届
出
様
式
が
あ
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

森
林
政
策
課

　

（
吾
北
総
合
支
所
内
）

　
　

☎
８
６
７-

２
３
２
２

　

産
業
経
済
課

　
　

☎
８
９
３-

１
１
１
５

　

本
川
総
合
支
所
産
業
建
設
課

☎
８
６
９-

２
１
１
５

お
知
ら
せ

猫
の
不
妊
又
は
去
勢
手
術
事
業

補
助
金
の
ご
案
内

　

猫
の
不
妊
又
は
去
勢
手
術
の
費

用
の
一
部
を
、
予
算
の
範
囲
内
で

補
助
し
ま
す
。
補
助
を
希
望
す
る

方
は
必
ず
手
術
実
施
前
に
申
請
を

お
願
い
し
ま
す
。
手
術
後
に
申
請

を
さ
れ
て
も
補
助
金
は
交
付
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
主
な
要
件

○
申
請
者
（
猫
の
飼
い
主
又
は
飼

い
主
の
い
な
い
猫
を
飼
養
管
理

さ
れ
て
い
る
方
）
が
町
内
に
居

住
し
、
住
民
基
本
台
帳
に
登
録

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

○
補
助
金
は
オ
ス
、
メ
ス
に
か
か

わ
ら
ず
一
頭
に
つ
き
一
律
５
，

０
０
０
円
を
上
限
と
す
る
。

○
飼
い
主
の
い
る
猫
に
つ
い
て
は

一
世
帯
に
つ
き
２
頭
を
限
度
と

す
る
。

○
飼
い
主
の
い
る
猫
に
つ
い
て
は

適
正
飼
養
と
終
生
飼
養
に
同
意

す
る
こ
と
。
飼
い
主
の
い
な
い

猫
に
つ
い
て
は
耳
カ
ッ
ト
な
ど

の
手
術
済
み
の
明
示
と
な
る
措

置
を
施
す
と
と
も
に
、
適
正
な

飼
養
管
理
に
努
め
る
こ
と
。

■
問
い
合
わ
せ

　

環
境
課

☎
８
９
３-

１
１
６
０

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
７-

２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
９-

２
１
１
２

お
知
ら
せ

犬
の
不
妊
又
は
去
勢
手
術
事
業

補
助
金
の
ご
案
内

　

犬
の
不
妊
又
は
去
勢
手
術
の
費

用
の
一
部
を
、
予
算
の
範
囲
内
で

補
助
し
ま
す
。
補
助
を
希
望
す
る

方
は
必
ず
手
術
実
施
前
に
申
請
を

お
願
い
し
ま
す
。
手
術
後
に
申
請

を
さ
れ
て
も
補
助
金
は
交
付
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
要
件
及
び
補
助
金
額

○
申
請
者
（
犬
の
飼
い
主
）
が
町

内
に
居
住
し
、
住
民
基
本
台
帳

に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

○
犬
の
登
録
が
済
ん
で
お
り
、
平

成
28
年
度
の
狂
犬
病
予
防
注
射

を
接
種
し
て
い
る
こ
と
。

○
補
助
金
は
オ
ス
、
メ
ス
に
か
か

わ
ら
ず
一
頭
に
つ
き
一
律
５
，

０
０
０
円
を
上
限
と
す
る
。

■
問
い
合
わ
せ

　

環
境
課

　
　
　
　

☎
８
９
３-

１
１
６
０

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
　
　
　

☎
８
６
７-

２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
　
　
　

☎
８
６
９-

２
１
１
２


